
★申請についての注意事項

有効期 P日日内の申請

下記のいずれかに該当する方は、有効な旅券を返納し、新たな旅券に切り替えることができます。

(ただし、残りの有効期間は切り捨てとなります)

○ 旅券の残りの期間が4年末満になつた場合

○ 氏名・本籍の都道府県名など記載事項に変更が生じた場合 (※ 4)

○ 旅券査証欄の余白がなくなつた場合 (※ 4)

○ 旅券を著しく損傷した場合 (オンライン申請は対象外です)
※4 今お持ちの旅券と有効期間満了日が同じになる残存有効期P口弓同一旅券の申請もできます。

受  領
○旅券の受領には、必ず申請者本人がおいでください。代理受領はできません。

O申請した旅券|よ 6ア)｀月以内に必ず受領してください。受領しない場合|よ失効します。(※ 2)
○現在お持ちの有効な旅券(パスポート)を必ずお持ちください。お持ちいただかないと、新しい旅券をお波しする
ことができません。

手 数 料

書面申請|よ、納付書と収入印紙で納付していただきます。

オンライン申請|よ、クレジットカードでお支払いいただくこともできます。

種 類 岡山県手数料 国手数料 合計額

10年有効旅券
書 面 申 請 2,300円 44,000円 46,300円
オンライン申請 1,900円 15,900円

5年有効旅券
(申請時12歳以上)

書 面 申 請 2.300円 9,OOO円 44,300円
オンライン申請 4,900円 10,900円

5年有効旅券
(申請時42歳未満)

書 面 申 請 2,300円 4,000円 6,300円
オンライン申請 1,900円 5,900円

上記以外の旅券
書 面 申 請 2,300円 4,000円 6,300円
オンライン申講 1,900円 5,900円

※2 申請した旅券を受け取らず、その旅券が失効した場合、失効から5年以内に再度申請する際の手数料は
通常より高い手数料となります。

★事前にお問い合わせください

■次の場合|よ、他の書類の提出を求める場合等がありますので、事前に市田」村旅券窓□にお問い合わせください。

○ 居所で申請する場合 (居所に居住していることが確認できる書類 等)

○ ヘボン式以外の□―マ字による氏名表記を希望する場合

■汗」罰等関係欄に該当のある方の旅券を申請する場合は、外務省の審査を受ける必要がありますので、事前に

岡山県県民生渚部国際課海外渡航班 (TEL。 086-256-4000)にお問い合わせください。

☆旅券窓□のご案内

※3 緊急発給 (海外で親族が事故に遭つた等の理由により緊急に旅券が必要な場合)・早期発給について|よ、
岡山県県民生活部国際課海外渡航班 (TEL,086-2564000)に お問い合わせください。

旅 券 (パ ス ポ ー ト )の 申 請 案 内
住所又|よ居所の所在地を管轄する市田」村の旅券窓□に申請してください。

申請に必要な書類

(書面申請用)

オンライン申請についてlよこちらブ)｀ら

岡山県国際課ホームページ

岡山県パスポート 鼠 鶉
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ヽ日 8:30-16:30 15
8:30～ 17:15 日 8:30～ 19:00
11

※ご不明な点がありましたら、外務省または岡山県国際課のホーム
ページをご覧いただくか、浅口市役所までお問合せください。

浅口市役所 市民課 TEL 0865-44-9042

パ 口

1,一般旅券発給申請書
(記入例tよ次ページ)

1通 048歳以上の方|よ 40年用と5年用のどちらかを選んで記入してください。
●48歳未消の方|よ5年用しか申請できません。

2.戸籍謄本 (全部事項証明書)1通
(発行日から6ア )｀月以内の原本)

●家族で同時に申請する場合で戸籍が同一の場合は戸籍謄本を4通とすること
ができます。

0「有効期 P口弓内の申請」で旅券の氏名、本籍の都道府県名及び性別に変更が
ない場合 |よ戸籍謄本の提出|よ省略できます。ただし、申請書の本籍lF束]には地番
まで記入する必要があるので、正確な本籍を把握しておいてください。

3.写 真        1枚
*提出された写真がそのまま旅券に

転写されます。規格を満たした写真
を申請書に貼らずにお持ちください。

(単位 imm)
2-6

45 (※ )

5-9

5～ 1 2以上

35

※顔の寸法は、頭丁買からあごまでです。

企  谷

申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの
申請日ア)｀ら6か月以内に撮影されたもの
ふちなしで、左図の各寸法を満たすもの
無帽であるもの
背景 (影を含む)がないもの
輪郭が露出しているもの

不適当な写真|よ、出入国の際に

不利益を被る可能性があります。

4.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 目の周辺に、髪の毛・メガネ等の一部 (影を含屯
＼)がかかつていないもの

不適当な写真の例 (次のような写真は撮り直しをお願いすることとなります)

×背景と人物の境目が分かりにくいもの、椅子等背景があるもの

×表情が平常と著しく異なるもの(例えば、□を開き歯が必要以上に見えてtヽるもの)

×カラーコンタクトレンズ・瞳のフチを広げるコンタクトレンズを装着したもの

×メガネのレンズに光が反射しているもの、フレームが目にかかっているもの

×サングラス・マスク・イヤリング・髪・ヘアバンドなどで顔の器官や

頭部が隠れているもの

×画質の劣るもの (粒子の粗いもの)、 不鮮明なもの

×画像加工 。左右反転しているもの

※詳しくは外務省HP「パスポート申請用写真の規格」をご参照ください。

4.本人確認のための書類
有効な原本 (写 し|よ不可)

*本人確認書類の氏名、生年月
日、住所、本籍等は戸籍や住民
登録の内容と一致するものに

限ります。

*小学生以下のお子様の申請で、
右のものをお持ちでない場合、
親権者の身元確認書類を右に
準じてお持ちください。

*いずれの書類う提示できない
方は、事前にお問い合わせくだ
さい。

*代理提出する場合は、申請者
本人と代理人、それぞれの本
人確認書類が必要です。

① 4つでよいもの

口日本国旅券 (失効後6ア)｀月以内のものを含む。ただし、氏名 。本籍に

変更がある場合|よ戸籍謄本で変更の経緯が確認できること)
□運転免許証 □船員手帳 □海技免状   □小型船舶操縦免許証
□猟銃・空気銃所持許可証 回戦傷病者手帳 □宅地建物取引士証
□電気工事士免状 □無線従事者免許証 □認定電気工事従事者認定証
□特種電気工事資格者認定証 □耐空検査員の証
□航空従事者技能証明書   □運航管理者技能検定合格証明書
□動力草操縦者運転免許証  □教習資格認定証
□警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
□個人番号カード (マイナンバーカード)
回写真付き身体障害者手帳 (写真貼替え防止がなされているもの)
□運転経歴証明書 (交付年月日が平成24年 4月 十日以降のもの)

②2つ必要なもの(①の書類がない場合。ア欄とイ欄
'9｀

ら各|つずつ、またはア欄から2つ )

ア

□以下の資格確認書 (令和7年 12月 1日 まで有効な健康保険証でも可)
健康保F父、国民健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員
共済組合、地方公務員共済組合右しく|よ私立学校教職員共済制度
□介護保険証 □国民年金手帳 □基礎年金番号通知書
□国民年金、厚生年金保険若しくは船員保F父に係る年金証書
□共済年金若しく|よ思給等の証書
□印鑑登録証明書 (発行日から6か月以内の原本)及び実印 (申請書への押印が必要です)

イ
学生証、会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で
写真を貼り付けたもの

5。 前回の旅券 (パスポート) 有効期PB弓内の旅券(パスポート)lよ必ずお持ちください。確認のため失効してtヽる場合もお持ちください。

6。 その他 4.上記書類でtよ旅券作成に必要な事項が十ノ刀＼確認できない場合|よ、他の書類
の提出を求めることがあります。
2.居所で申請する場合|よ、住民票の写し(発行日ア)｀ら6か月以内のもの)及び居所
が確認できる書類が必要です。(事前に市田」村旅券窓□にお問い合わせください)

(令和7年 3月改正)



記 入 例
■ヘボン式ローマ字について、次のもの|よ下記の綴りになります。(誤りやすいので湛意して記入してくださtヽ )

※一度登録した氏名表記 |よ変更できません。
※申請書 |よ機械で読み取るので、折つたり)も したりしないでください。

◎黒又lよ青の濃いボールペン(インク)で枠からlよみ出さないように記入してください。
(消 しゴムなどで消せるインクを使用したボールペン|よ使用できません)
◎く正三二⊃この部分は必ず申請者本人が記入してください。
◎記入ミスlよ、二本線 (黒線)で消して訂正してください。 (修正テープ|よ不可)
なお、「所持人自署欄」の訂正|よできません。

新規・切
一般旅券発給申請書

促音 :子音を重ねて示す。 (例 )tよつとり HATTORI ただし、Cの時 lよ Cの前にTを力□える。 (例 )Iぶつち HOTCHI

l雪隻{音 :B M Pの 前にNの代わりにMをおく。 (例 )なんば NAMBA  ほんま HOMMA  さんぺtヽ  SAMPEI

法定代理人署名
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Ｕ
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しりょ RYO

長音 :記入しなtヽ。 (例 )瓜生 (う りゅう)URYU
(例)太田 (おおた) OTA

日向 (ひゅうが)HYU(3A 美憂 (みゆう) MIYU
洋子 (よ うこ) YOKO  涼子 (り ょうこ)RYOKO

所持人自署

この署名 |よそのまま

旅券に転写されます。

必ず申請者本人が記
入してください。
日本語、外国語を問い

ません。

(ひらがなも可)

(19歳 未ギ七の申講者又は 18歳 以上で有効期間が 5年 の一般旅券を希望する申請者用 )

日本国内の緊急連絡先

裏
面

乳幼児又は身体の障
害等で署名できない

場合 |よ、法定代理人
等が代理署名するこ
とができます。

;'〕

11を

'と

竜ユ:_磁

5維撒

盪葉!入攣__

所持人自署欄 |よ訂正
できません。

不適当な例

(|よみ出し)

(なぞり書き)

（令
和
六
年
十
二
月
改
正
）

申請者が未成年者

(18歳未満)の場合は

親権者が、成年被後
見人の場合は成年後
見人が署名してくだ
さい。

申請者本人が必ず記入

してください。

代理人 (引受人)の方が

必す記入してください。

申請書類等提出委任 出書
を提出する場合には、本様式の提出は不要です )

(かすれ)

_盈登丞主&_

刑罰等関係IF束]

ひとつでも「|よい」に該当する場合 |よ、事前に岡山県

(086-256-4000)に お問い合わせください。

渡航中の国内の連絡先を記入してください。

(一緒に渡航しない人)

（令
和
五
年
二
月
改
正
）
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(4が 足りない樹合は
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くださラヽ。
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'
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Ｓ
団
口
諷

い
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本

籍

所得入自署については申護者本人が

.｀

g者 してください。ただし、乳幼児な

ど申請者が自ら署名することが困難な

場合は、法定代理人などが代筆するこ

とができます。

その場合には 点線より_ヒの枠内に
申請者の氏名を記入し、点線より下の

詈径写奪争鐸ほ驚交[露鷲を曽汽。国回園LA司□

09S ( 2こG ) 1000
09。  (oso。 )XXX)く
ドレス 。kヽyAm住双 OXXXokКYК。」P
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26、

山甲県
ヽ
/

O0 0イ 70 電話住 所現

だ 2吾H沐 携帯凸 i号l軍
l
E鞠

i吼
―ルアメ( )

住民票
に記載
の住所 ′:ヽ「 イヽ よG0 考凸

どその他勤務先な 日中

(

` )xx
ち

日本国内 住所隠 由阜樹 的革 XE
緊急連絡先 氏名

凸 Eヽl′ イヽッるOO号
中請者との関係

パH塔

しているか否か、国にv印を記入して
(本人又は法定代理人が記入してください。)

1外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがあり
2現 在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。

の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければな

5 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日
として偽造された文書を行使して (未遂を含む)

により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。

6国 の援日l」等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に
する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。

い 。の各事項に

ない状態にありますか。

3現 在日本国法令により、仮釈放、

刑

　

【副
　

等

外

国

籍

の

有

無

いいえM

現在外国の 籍を有 していますか。

該当する枠内 Υ印を記入してください)

帰化申請又は

はい口
「はいJの場合
どの国

取得年月日

外国人 との

年__月__日
どのような方

外国籍の父又

外国での出生

すか。_______

しましたか。

として出生□

届出    □

外
　
務
　
省

都

道

府

県 ― ド

さ駒コード
務 03 13条

t44対立地域

年 月 日出発予定日 令和 ※主要渡航先での滞在期間 M3ヶ月未満 □ 3ヶ月以上
ヘボン式以外の□一

マ字による氏名表記
を希望する場合は、

申請される旅券窓□
にお問い合わせくだ
さい。

今回の渡航先 (渡航先国名と、コー ド表を参照して国コー ドを記入して ください)

い

い 。

※ は、 的及

て

札
的

①□表面の刑罰等関係欄に該当する事項がある場合 ②□ 旅券の二重発給を受サようとする場合

の□にV印をつけた上で、

□囲口□□□□□□献31字まで削ネ
=合

d

注 :旅券hiヽの去 Ftt「1能な字 (t,は 姓! 名 |ス ヘーヱ合わせて 37文字 (lJ l名 けf記 を除く)よ てです.
|こ号 (  ～など)や 教字 (虹 Ⅲなど

'等
な記入できませた。 llし 、別名併だの で ,,す 淀オ、可。

(名 )

法定代理人 (親権者、後見人など)署名

ロ
ロ
ロ

大

2
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証
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許
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免

免
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二
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気
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無

官
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務
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ロ

κttil・め氏名k寵 (中 iキ
=k所

F(′
ベボン式と呉なる氏 `′ k.tt希 隻す

分とちらか 力■,場合t,レ ,り
=〕

). また 舛咋名f千程をれ里十る場合、声帝上の氏イIに寵′
'て

身丈る場合

外

在

蛾大 3 1iFまで (別名を含む
'

令和 7年 3月 2J日

でf"こたて、 l丁 弧(1,中 イこμf名を記入1_てくた
た文字で記入してくだとい (l″上と4

きい.)(Vi名 伊F記■編こツ、′ノゴ■W｀1l l(1へ Nヽ1(や |
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(過去 5年以内に申請した前回旅券を受け取
券が失効した場合は、通常より します。)

場合には成年後見人の法定代理人署名が必要です
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てください (署名が困奥緯な場合を除く)。 本人確認のため

に印鑑登録証明書を使用する場合は、押印が必要です。)
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私は本件申請に係る必要書類等を申請者に代わり提出することを引き受けました。私が提出する申請者の
所持人自署は本人自筆のもの (又は適正な記名)であること及び写真は本人のものに相違ないことを確認
します。私は、過去 5年間、旅券の不正取得に係わったことはありません。
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1 申請者の指定した者が、代わりに申講書類などを提出する場合には、提出者本人を確認するに足る書類等を提示 (出)してく
ださい。
2 この申請による旅券取得が日本国法令の罰則に該当する場合、申請者に代わって必要譜類などを提出した者も罰せられること
があります。

-3

(別 記第 4号様式 )


